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聴覚障害



身体障害者障害程度等級表（聴覚障害）

級別 聴 覚 障 害

２ 級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの

（両耳全ろう）

３ 級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

（耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの）

４ 級

両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの

（耳介に接しなければ話声を理解しえないもの）

両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50％以下の
もの

６ 級

両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの

（４０cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないも
の）

１側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レ
ベルが50デシベル以上のもの



聴覚障害認定に関する変更点

過去に聴覚障害に係る身体障害者手帳の
取得歴（６、４、３級）のない者

２級（両耳全ろう）の診断

ABR検査等の他覚的聴力検査、または
それに相当する検査を実施し結果を添付



平均聴力レベルの計算法
（４分法）

500Ｈｚ + 1000Ｈｚ×2 + 2000Ｈｚ

4

100dBの音が聴取できない場合

当該部分の値を105dBとして計算



平均聴力レベル具体例

500Hz                1000Hz                2000Hz

85                      100                       120    (dB)

実測値に基づく計算

{85+(100+100)+120}/4=101.25：２級相当

法律に基づく計算

{85+(100+100)+105}/4=97.5：３級相当



診断書の記載（統括表）



障害名

原因となった疾病
・外傷名

疾病・外傷発生年月日



障害名
原因となった疾病・外傷名

◼両側聴覚障害と記載

◼語音明瞭度を用いた診断では

（語音明瞭度不良）と付加記載

◼障害の直接原因である傷病名を記載

◼先天性難聴、遺伝性難聴、慢性中耳炎、
髄膜炎など

◼原因が不明の場合は「原因不明」



疾病・外傷発生年月日

◼発生年月日が明確な場合はその日付

◼先天性の場合は出生日

◼不明な場合は・・・・

◼医療機関初診日

◼月日が不明な場合は年にとどめる

◼年が不明確な場合は○○年頃



参考となる経過・現症



参考となる経過・現症

◼後述の所見記入欄では表現できない

具体的状況や検査所見を記載

◼小児難聴では

◼言語獲得の状況

◼ろう学校への通学の有無

◼ABR、ASSRなどの他覚的聴力検査結果



参考となる経過・現症

◼後天性難聴

◼日常会話の困難の程度

◼補聴器装用の有無

◼手術治療の経過

◼場合により他覚的聴力検査結果

◼症状固定は３カ月以上が目安

病歴によっては少なくても認定可能

ただし再認定を忘れずに。



総合所見

その他
参考となる合併症状



総合所見

◼現症や所見欄に書かれた事項から

総合的な所見を記載

◼以下の場合は将来再認定が必要
◼乳幼児で純音聴力検査ができない

◼将来、障害程度が変化する可能性

（重症化の場合、再認定としない自治体もあり）

◼ 乳幼児の場合、再認定の時期は

就学前までが望ましい



合併症状
◼参考となる合併症状は障害認定におい
て、合算できる障害があるかを記載

（例：網膜色素変性症による視力障害

感音難聴に伴う言語障害 ）



所見
記載欄

はじめに

☑忘れずに

初回の申請で
2級の場合



聴覚障害の状態および所見

◼幼児聴力検査による両耳での聴力検査
を行った際はその旨を記載

◼必ず感音・伝音・混合のどれかを選ぶ

◼乳幼児で不明の場合は感音を選択

◼鼓膜所見は具体的に石灰化、穿孔、

耳漏の有無などを記載



聴力検査の結果

◼使用したオージオメータ名

◼聴力図は気導、骨導の両方を

◼ CORは記載可能 BOAは不可

◼語音検査は必ず両側のデータを

◼語音検査は聴力閾値を考慮し、十分に
聞こえる音圧で検査を

◼純音の閾値で基準外の場合でも語音検
査で基準内になることがあるので注意



平衡機能障害



◼前提条件
◼四肢体幹に器質的異常なし

→下肢機能障害は肢体不自由

◼他覚的な平衡機能障害あり

◼平衡機能の極めて著しい障害（３級）
◼閉眼にて起立不能（開脚でも）

◼開眼で直線を歩行中10 m以内に転倒、もしく
は著しくよろめいて歩行を中断

◼平衡機能の著しい障害（５級）
◼閉眼で直線を歩行中10 m以内に転倒、もしく
は著しくよろめいて歩行を中断



障害名
原因となった疾病・外傷名

◼ （ ）の中に類型を記載
◼平衡機能障害（末梢迷路性）

◼平衡機能障害（後迷路性）

◼平衡機能障害（中枢性）

◼障害の直接原因である傷病名を記載



参考となる経過・現症

◼発症から現症までの経過
◼具体的な日付記載が望ましい

◼平衡機能障害の現況を証明できる画像
検査や平衡機能検査の所見

◼直立・歩行試験の検査所見は裏面の
「平衡機能障害の状況および所見」に
記載



平衡機能障害の状況および所見

◼直立・歩行試験の検査所見を３級な
のか、５級なのか明確にわかるよう
に記載

◼例：閉眼で直線を歩行中10 m以内に
著しくよろめいて歩行を中断する



総合所見

◼現症や所見欄に書かれた事項を総括し
日常生活の活動性に及ぼす所見を記載
◼ 「介助なしでは立つことができない」

◼ 「介助なしでは歩行が困難である」など

◼将来、障害程度が変化する可能性があ
る場合は将来再認定を必要とする



所見記載欄

上記の内容をきちんと埋められればOK



音声・言語機能障害



音声・言語機能喪失（３級）

◼認定基準の原則

◼家庭内での日常生活が著しく障害

◼障害の程度

◼音声言語による意思疎通ができない

◼音声を発することができない

◼発声しても意思疎通ができない

◼家庭内で家族との会話が用をなさない



音声言語機能の著しい障害（4級）

◼認定基準

◼家庭周辺での日常生活が著しく障害

◼障害の程度

◼音声言語のみを用いて意思を疎通す
ることが困難なもの

◼家族との会話は可能であるが、他人と
はほとんど用をなさない



障害名
原因となった疾病・外傷名

◼機能障害の種類と（ ）の中に類型
を記載
◼音声機能障害（喉頭摘出）

◼言語機能障害（失語症）

◼言語機能障害（運動障害性構音障害）

◼障害の直接原因である傷病名を記載

◼喉頭腫瘍、脳血管障害、唇顎口蓋裂、
感音難聴



現症記載（音声障害）

◼喉頭所見（必要なら咽頭部所見も）

◼声の状態：失声、嗄声の種類、程度

◼発声機能：発声持続能力（時間）など

◼検査法：音声機能検査、レントゲン所見
など



現症記載（言語障害）

◼構音の状態
◼母音・子音の正確性

◼発話全体の会話明瞭度および自然性

◼構音器官の所見
◼口唇、舌、下顎、口蓋、咽頭などの形態、機能

◼言語理解力
◼単語や文の理解ができるかどうか

◼言語表出力
◼単語、文、構文、文による具体的情報伝達の可否



総合所見

◼コミュニケーション活動をどのように制限
しているか具体的な状況記載が必要
◼ 「家庭内」、「家族以外」

◼ 「名前がわからない・言えない」

◼ 「単語は理解できるが文は理解できない」

◼この欄の記載が等級判定の核心となる

◼原則として再認定不要



所見記載欄

（2）の内容で上２つのどちらかに入るか
またそれを裏付ける所見が（1）に書いてあるか



疑義解釈

◼ 質問

◼ アルツハイマー病の進行で音声言語による
意思疎通が取れない場合は、失語症と同等
とみなしてよいか？

◼ 回答

◼ 精神機能の全般的衰退であり、言語中枢神
経または発声・発語器官の障害ではないの
で、認定できない



疑義解釈

◼ 質問

◼ 知的障害があり音声模倣は明瞭であるが、
意味のある言語が発せない場合は？

◼ 回答

◼ 知的障害に起因した言語発達遅滞と認めら
れる場合は、言語機能障害とは認定できない



疑義解釈

◼ 質問

◼ 事故で肺活量が低下し、気管切開孔が閉鎖
できずカニューレを挿入している症例は音声
機能の喪失としてよいか？

◼ 回答

◼ 喉頭、構音器官の異常が無く、中枢性疾患で
無いため、気管切開の状態のみで音声機能
の認定はできない



疑義解釈

◼ 質問

◼ 筋萎縮性側策硬化症で気管切開+人工呼吸

器常時装着のため発声不能となっている場
合は音声機能の喪失してよいか？

◼ 回答

◼ 喉頭筋麻痺の有無にかかわらず、発声の基
礎となる呼気の発生ができないため、喉頭は
無機能に等しいと考え認定可能



そしゃく機能障害



そしゃく機能障害の分類

◼そしゃく機能の喪失（３級）

◼経口的に食物等が摂取できないため、
経管栄養以外に方法が無い状態

◼そしゃく機能の著しい障害（４級）

◼経口摂取のみでは十分な栄養摂取がで
きず、経管栄養の併用が必要

◼摂取できる食物の内容、摂取方法に著し
い制限がある

◼流動食、半固形物（ゼラチン、寒天、増粘剤
添加物など）



そしゃく機能障害

◼嚥下機能に係る障害を含む
◼重症筋無力症などの神経・筋疾患

◼延髄機能障害および末梢神経障害

◼外傷、腫瘍切除などによる顎（関節を含む）、
口腔（舌、口唇、口蓋、頬、咀嚼筋など）、咽頭、
喉頭の欠損等によるもの

◼口唇口蓋裂等による著しい咬合異常で歯科
矯正治療が必要なもの

（歯科医師による診断書・意見書が必要）



参考となる経過・現症

◼そしゃく・嚥下機能障害の内容、裏
付ける所見、検査結果を記載

◼胃瘻や腸瘻があれば記載

◼後の状態・所見欄が詳細なため、

キーワードがあればよい



総合所見

◼現症や所見欄に書かれた事項を総括し
生活上の食事摂取をどのように制限し
ているかを記載
◼ 「経口摂取は困難である」

◼ 「ゼリー状の半固形物しか摂取できず、経管栄養
を併用している」など

◼将来、障害程度が変化する可能性があ
る場合は将来再認定を必要とする



所見記載欄

該当する障害の種類

障害の程度

各部位の一般所見



所見記載欄

一般所見内容の参考

施行した検査の種類

検査所見

咬合異常による
そしゃく障害の詳細



所見記載欄

その他

等級総括



注意点

◼同一疾患、同一障害部位に対し、異
なる障害区分から判定した指数を合
算することはできない

◼例：舌切除後に構音機能および嚥下
障害を同時にきたす場合など

◼歯科矯正治療による障害認定では
歯科医師の意見書が必要で、再認
定を必ず付ける。（３年後が一般的）



まとめ

◼耳鼻咽喉科領域の障害認定における意
見書の書き方の留意点を説明しました。

◼本日のお話が、明日からの日常診療に
お役立ていただけることを祈っています。


